
山林作業・登山などで入山される方へ 

 

〇滋賀県では、増えすぎたニホンジカとイノシシを減らすた

め、ニホンジカとイノシシに限り11月15日から2月15日まで

の狩猟期間を、約1か月延長し、3月15日までとしてい

ます。 

○入山される時は、オレンジ色や黄色の帽子・ベ

スト・リュックを着用するなど、できるだけ目立つ装い

を心がけてください。 

○迷彩服などの見えにくい服装は控えてください。 

○狩猟期間終了後も、シカの個体数を減らすため有害

鳥獣捕獲を行っているところがありますので、引き続き

ご注意願います。 

御理解と御協力をお願いします。 

 

※県内で狩猟される方全員に注意事項を配布し、安全第一

の狩猟をお願いしています。 

滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課 

TEL 077-528-3483 


